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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物理的に特性を変化させることが可能な材料からなる基板または膜と、入射する光の波
長以下のサイズをもつ金属微小構造体を有し、複数個の前記金属微小構造体の組み合わせ
を単位とした集合構造体を、前記基板または前記膜の上部または内部に設けた構造を有し
、
前記集合構造体は、前記金属微小構造体を近接させて形成し、前記金属微小構造体は、前
記基板または前記膜に接触して配置し、
前記金属微小構造体による金属微粒子間距離に依存した偏光異方性を有し、前記金属微小
構造体に接して配置された前記基板または前記膜の変化に対して高感度な偏光異方性を有
することを特徴とする光制御素子。
【請求項２】
　請求項１記載の光制御素子において、
　前記基板または前記膜が、電圧を印加することにより屈折率の変化を生じる材料により
構成されることを特徴とする光制御素子。
【請求項３】
　請求項１記載の光制御素子において、
　前記基板または前記膜が、光を照射することにより屈折率の変化を生じる材料により構
成されることを特徴とする光制御素子。
【請求項４】
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　請求項１記載の光制御素子において、
　前記基板または前記膜が、電圧を印加することにより変形を生じる材料により構成され
ることを特徴とする光制御素子。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の光制御素子において、
　前記集合構造体が、２個以上の金属微小構造体を単一または複数の軸上に配列した構造
を有し、該集合構造体が全て等しい配向を有して配置されていることを特徴とする光制御
素子。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の光制御素子において、
　前記金属微小構造体が、入射する光の波長に対してプラズモンを励振できる単一または
複数の金属材料により構成されることを特徴とする光制御素子。
【請求項７】
　光制御手段として請求項１乃至６のいずれか１項に記載の光制御素子を用い、白色光源
もしくは、赤、緑、青（以下、ＲＧＢと記す）の３色の波長を有する光源と、前記ＲＧＢ
の各波長に対して前記基板または前記膜の物理的特性を変調することにより前記光制御素
子の前記ＲＧＢの各波長の光に対する透過率を変調する外部変調手段とを少なくとも備え
ることを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　光制御手段として請求項１乃至６のいずれか１項に記載の光制御素子を用い、単色光源
と、前記光制御素子を変調する外部変調手段と、変形または変位により生じる金属微小構
造体間の相対的な位置関係の変化を偏光状態の変化として検出する偏光検出手段とを少な
くとも備えることを特徴とする応力測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部制御手段により光学応答特性を制御する機能を有する光制御素子に関す
るものであり、さらには、前記光制御素子を利用した表示装置、及び、前記光制御素子を
利用して、微小な変形、変位を光学的に測定する応力測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ディスプレイやプロジェクタ装置は、電気的に、または機械的に光源からの光を遮
断する、または透過させる機構を有している。液晶パネルを用いた装置では、液晶分子の
配向で偏光面の回転を制御し、液晶パネルを挟んだ二枚の偏光板によりＯＮ／ＯＦＦを制
御する。また、ＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical Systems）技術を用いるものでは、
ＤＭＤ（Digital Micro-mirror Device）と呼ばれる微小なミラーを静電気力により高速
に動かすことにより、ＯＮ／ＯＦＦを切り替えている。
【０００３】
　液晶を利用する表示装置では、液晶分子をはじめ、配向膜、偏光板など、偏光を制御す
る素子は一般的に有機材料で構成されている。例えば偏光板は、ポリビニルアルコールな
どの基板フィルムにヨウ素や有機染料などの二色性の材料を染色・吸着させ、高度に延伸
・配向させることで吸収二色性を発現させるものが多用されているが、表示素子の高輝度
化、高コントラスト化の要求に対して、有機材料は耐光性、耐熱性が弱いという課題があ
る。これを回避するために、金属細線による偏光板（ナノワイヤグリッド偏光板）などが
利用されている。配向膜や液晶分子自身も有機材料により構成されており、耐光性、耐熱
性が十分に高いとは言えない。したがって、液晶を利用する表示装置では、使用温度条件
に制限がある、冷風機構が必要となる、といった課題があり、プロジェクタ装置のような
高輝度および高コントラストの表示装置を実現することは困難である。また、液晶パネル
は粘性のある液体中で液晶分子を電位に沿って配向させているが、その応答速度が遅いと
いった課題もある。また、液晶パネルを用いた表示装置では、カラー表示の際に赤、緑、
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青（以下、ＲＧＢと記す）の３つの波長の光をダイクロイックミラーにより分離し、それ
ぞれの光に対して液晶パネルで画像処理を行い、再びプリズムを介して３つの波長の光を
合成している。しかし、この表示装置では、偏光板やダイクロイックミラー、フィルタな
ど、多数の光学素子が必要となり、生産コストが高くなる。また、ＲＧＢの各波長の光を
分岐する必要から、空間的なスペースが必要となり、装置の小型化が困難である。
【０００４】
　一方、ＭＥＭＳ技術を用いたプロジェクタ等の表示装置も広く利用されている。このタ
イプの表示装置は、カラーホイールと呼ばれるＲＧＢの三つの波長に対応する波長フィル
タを有する素子を回転させ、各波長の光を時分割してＤＭＤに入射させる。ＤＭＤは反射
角を入射光の色に同期して切り替えることによりＯＮ／ＯＦＦを制御し、画像情報処理を
行う。このような装置では、一度に処理できる光は、単一波長に限られるために、入射光
に対し利用できる光量は必然的に１／３となり、光利用効率が低いという欠点がある。ま
た、ＭＥＭＳデバイスは可動部分が存在するために、摩擦による加熱があり、劣化の問題
を避けられない。さらには、ＭＥＭＳデバイスはデバイス構造に依存した共振周波数で走
査するため、その動作速度に固有の制限がある。
【０００５】
　表示装置とは異なる応用として、微小な位置変化による光学特性の変化を利用した光学
デバイスが提案されている。例えば、ＭＥＭＳ技術を応用した変位センサーや、可変波長
フィルタなどである。これらは、加工精度の問題や、信号が微弱であるといった課題があ
り、実用化には至っていない。
【０００６】
　また、本発明と同様の非線形光学結晶や電気光学結晶などの屈折率変調材料を用いて光
の状態を制御する技術が提案されている。例えば、光導波路素子や偏光分離素子などをフ
ォトニック結晶により構成し、外部より電気的または光学的に屈折率変化を生じさせるこ
とにより、光学特性を変調している。フォトニック結晶は周期構造が大きな領域に渡って
精密に作製されている必要があるが、加工精度の問題から、光学素子として利用できる十
分な特性は得られていない。また、これらのデバイスは、主に光通信用途に開発されてい
る。
【０００７】
　ここで、液晶分子を用いた光学特性が可変である光制御素子として、従来技術１の「光
学特性可変光学素子」が提案されている（特許文献１参照）。
　この従来技術１では、光学特性可変光学素子の光の利用効率を高め、光学特性が変化す
る時間を短くすることを課題としており、図２５（ａ）に示すように、この光学素子は、
透明基板１０４，１０５間に、負の屈折率異方性を有する液晶層１０１と、配向膜１０２
と、透明電極１０３とを有し、配向膜１０２にならって液晶分子１１０が配向している。
このとき、透過する光に対し液晶分子１１０の屈折率は常光線の屈折率ｎｏとなり、該光
学素子は凸レンズとして働く。次に図２５（ｂ）に示すように、スイッチ１０９をＯＮに
すると、液晶分子１１０が光軸方向に配向し、常光線と異常光線の屈折率（ｎｏ＋ｎｅ）
／２が液晶分子の屈折率となる。この結果、レンズの焦点距離が伸びる。また、可変抵抗
１１３を設けることにより、焦点距離の変化を連続かつ可変にすることができる。また、
電界の代わりに、磁場又は温度変化を与えても同様の光学特性の変化が得られる。
　従来の液晶を用いる可変光学素子は、液晶分子の偏光選択性を利用するものが多く、素
子の前面に偏光板を設ける必要があるが、図２５に示す光学素子では偏光板は不要である
ため、光の利用効率が高い。また、光軸１０６に垂直な方向に電極１０３を設け、電界を
かけることにより、液晶分子１１０の配向変化を高速に行うことができる。
【０００８】
　次に、サブ波長構造を有し、静電気力により変位させることにより反射光または透過光
強度を変調し、フィルタリング、センシングを行うデバイスとして、従来技術２の「波長
程度の周期構造を設けた光フィルタ」が提案されており（特許文献２参照）、さらには従
来技術３の光学素子が提案されている（非特許文献１参照）。
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【０００９】
　従来技術２では、低コストで生産できるＭＥＭＳ技術を使って、単純な構造の共鳴格子
を形成することにより、設計の自由度が高く、高性能な特性が得られる光フィルタ、及び
これらの光フィルタを使った光情報通信装置を提供することを課題としており、表面に絶
縁膜を有する基板上にギャップを介して共鳴格子を設け、前記共鳴格子に入射する光のな
かから共鳴波長を選択して取り出すことを特徴としている。
　図２６は、従来技術２に係る反射率可変波長選択フィルタの概念図であり、共鳴格子膜
としてサブ波長構造が形成されたシリコン（Ｓｉ）自立膜２０２がエアギャップ（ｇ）を
挟んでＳｉ基板２０１上に平行配置されている。サブ波長構造に入射したある特定の波長
（共鳴波長）はＳｉ周期構造と強く結合し、透過波を発生しない。従って狭帯域反射フィ
ルタとして機能する。この条件を満たすサブ波長構造をGuided Mode Resonance Grating
（ＧＭＲＧ）と呼ぶ。Ｓｉ自立膜－基板間に電圧を印加することにより静電引力が発生し
、Ｓｉ自立膜が基板方向へ引き付けられる。ギャップ（ｇ）が狭くなると基板との相互作
用が強くなり、反射率が変化する。この光フィルタは波長分割多重（ＷＤＭ）通信の光ス
イッチにおける波長選択に利用できる。
【００１０】
　従来技術３の光学素子は、上下に重ねて配置した２枚の微細格子を有し、格子はＳｉ製
で、２枚の格子間が３００ｎｍの隙間を持つ構成であり、２枚の格子を静電気力により駆
動する。上側の格子がわずかに横方向に変位すると反射光の光強度が大きく変化し、これ
を反射率の最大値で規格化すると、２５％程度の変化が現れる。この反射光強度の変化を
測定することにより、１０ｎｍ程度の変位が検出できる。図２７は、従来技術３に記載の
光学素子を斜め上方から見た電子顕微鏡写真を複写したものであり、中央の微細格子２１
０が静電気力により可動し、この格子の下側に固定された微細格子が配置されている。上
下の櫛歯状の構造２１１，２１２は静電気力により微細格子を左右に振動させる機構であ
る。
【００１１】
　さらに、ＭＥＭＳ技術を用いた代表的な光制御素子として、従来技術４の「空間変調器
」が提案されている（特許文献３参照）。
　この従来技術４では、より効率的なリセット動作等、ＤＭＤの性能を向上することを課
題としており、増加した性能パラメータを有するＤＭＤ型の空間光変調器である。図２８
は上記空間変調器の概略構成図である。この空間変調器は、画素ミラー（高架ミラー）３
３０がヨーク３３２によって支持され、高架ミラー３３０と高架アドレス電極３５０，３
５２の間と、ヨーク３３２と下部アドレス電極３２６，３２８の間に電子静電引力３７４
，３７８，３８２，３８４が生じる。その結果、画素ミラー３０は、従来の世代のデバイ
スに比べ、高アドレス・トルク、高ラッチ・トルク、高い復元力、及びより大きなマージ
ンを達成する。基板アドレス電極３２６，３２８上のヨーク３３２の近接により、大きな
引力が実現され、画素はアドレス・アップセットに感度が低く、より小さなリセット電圧
を必要とし、スイッチスピードをより早める。
【００１２】
　また、電気光学効果および非線形光学効果による屈折率変化を利用することにより、実
質的な微細構造間の距離を変化させ反射光または透過光強度を変調し、光導波制御、スイ
ッチング、偏光分離などを行うデバイスとして、従来技術５、従来技術６の光学素子、光
学装置、光学デバイスが提案されている（特許文献４、特許文献５参照）。
　従来技術５では、複数の波長（周波数）の光信号を同時に選択できることが可能な波長
可変機能を有する光学素子及びそれを用いた光学装置を提供することを課題としている。
　図２９は光学装置の一例である多チャンネルフィルタの概略図であり、符号４０１，４
０２は光学媒体、４０３は欠陥、４０４１～４０４ｎは欠陥導波路、５０１は固定基板、
５０２は移動基板である。この多チャンネルフィルタは、屈折率の異なる領域が繰り返さ
れて配置されている構造（フォトニック結晶）を用いた光学素子を複数個（Ｗ１、Ｗ２、
・・・、Ｗｎ）配置して、機械的、電気的、熱的、及び材料的機構によりフォトニック結
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晶の繰り返しの間隔や屈折率を変化させることにより、複数の光学素子が対象とする波長
を同時に変化させる。
【００１３】
　従来技術６では、対象波長以下の周期を持つ凹凸形状からなる微細周期構造を有する光
学素子において、特定領域に一定電界を印加でき、安定した屈折率変化が可能な光学素子
を提供することを課題としている。
　図３０は光学素子の断面図であり、基板６０２とこの基板６０２に形成された微細周期
構造６０３とを有する光学素子６０１であって、凹凸形状の凹部６０３ａに電圧が印加さ
れる導電性部材６０４を充填することで、凸部６０３ｂ部分に大きな電界を印加すること
ができ、凸部６０３ｂに設けた電気光学効果を有する材料に、大きな電気光学効果を生じ
させることができ、これにより、屈折率を大きく変化させることができるようにしている
。これにより、電気光学効果を用いた小型の光変調器、光アッテネータ等を実現でき、さ
らには、微細周期構造６０３全体若しくは一部に、選択的に一定の電界を印加することが
可能となり、小型の光ルータ、光偏向器等も実現可能となる。
【００１４】
【特許文献１】特開２０００－１９４７２号公報
【特許文献２】特開２００５－３３１５８１号公報
【特許文献３】特開平８－３３４７０９号公報
【特許文献４】特開２００４－３２８１０２号公報
【特許文献５】特開２００４－３１７５４０号公報
【特許文献６】特開２００５－１５８１９１号公報
【非特許文献１】ＯplusＥ　Vol.27,No.1（Laser Focus World,Dec.2004より転載）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　従来技術１に示す光学特性可変光学素子は、外部電界、磁界、温度を加えることにより
液晶分子の配向を制御し、光学応答特性を変化させている。ここで、電極の配置により配
向変化の高速化を図っているが、配向変化の速度は液晶層の粘性による限界があり、十分
な高速化は期待できない。さらに、液晶分子の配向された状態とランダムな状態の間の相
転移温度があり、高輝度のプロジェクタなど、投射型表示素子での光量に制限がある。ま
た、液晶分子や配向膜は有機材料により構成されるため、熱的なダメージを受ける可能性
があり、必要な耐光性や耐熱性が得られないといった課題がある。また、カラーの表示装
置として利用する場合には、ＲＧＢの３色に分離して使う必要があり、光学素子数の増加
や、小型化が困難であるといった課題がある。
【００１６】
　従来技術２は、ＭＥＭＳ技術を利用し、Ｓｉにより作製されたサブ波長構造をもつ格子
と基板との距離を静電気力により変化させることにより、波長選択と反射率の可変性を有
する光フィルタを実現している。しかし、この光フィルタは、通信技術への応用を目指し
たものであり、可視光領域の光学デバイスには利用できない。また、共鳴波長以外は損失
となるため光利用効率が低いといった課題がある。
【００１７】
　従来技術３に示すナノ変位センサーは、ＭＥＭＳ技術により、波長程度の微細な格子２
枚を静電気力により変位させることにより、ナノサイズの変位を測定することを可能にし
ている。しかしながら、変位量が小さくなると反射率の差異を読み取ることが困難となり
、十分な感度が得られない場合がある。また、変位部分が自立中空構造を有しており、使
用環境などの影響を受け易い。
【００１８】
　従来技術４に示す空間光変調器は、代表的なＤＭＤ型の空間光変調器であるが、ＲＧＢ
の３色の波長を時間的に分割して利用するため、高い光利用効率を実現することはできな
い。また、可動部分が存在するために、摩擦による劣化の問題を避けられない。また、デ
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バイス構造に依存した共振周波数で走査するため、その動作速度に固有の制限がある。
【００１９】
　従来技術５、６は、本発明に係る光制御素子に類似した素子構成を有しているが、いず
れも光通信技術における波長選択性をもつ光導波制御、スイッチング、偏光分離に関連す
るものであり、２次元的な周期構造体内を伝搬する光波を対象としたものである。また、
使用する光は１．５μｍ帯の通信波長であるため、表示装置、測定装置等へ応用すること
はできない。
【００２０】
　以上のような従来技術の課題に対し、本発明は以下のような目的を持ってなされたもの
である。
　本発明の第１の目的は、耐光性、耐熱性が高く、光応答特性を高速に制御することが可
能な光制御素子を提供することにある。
　本発明の第２の目的は、上記の光制御素子において、物理的に特性を変化させることが
可能な具体的な材料を提供することにある。
　本発明の第３の目的は、上記の光制御素子を実現するために利用する具体的な金属材料
を提供することにある。
　本発明の第４の目的は、上記の光制御素子において、所望する光応答特性を実現するた
めの金属微小構造体の具体的な配置を提供することにある。
　本発明の第５の目的は、上記の光制御素子を用いた表示装置の具体的な構成を提供する
ことにある。また、光学素子数を低減できる表示装置を提供することにある。
　本発明の第６の目的は、上記の光制御素子を用いた高感度な応力測定装置の具体的な構
成を提供することにある。また、作製が容易であり、且つ高感度を得られる応力測定装置
の具体的な構成を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記の目的を達成するため、本発明では以下のような技術的手段を採っている。
　本発明の第１の手段は、光制御素子であって、物理的に特性を変化させることが可能な
材料からなる基板または膜と、入射する光の波長以下のサイズをもつ金属微小構造体を有
し、複数個の前記金属微小構造体の組み合わせを単位とした集合構造体を、前記基板また
は前記膜の上部または内部に設けた構造を有し、前記集合構造体は、前記金属微小構造体
を近接させて形成し、前記金属微小構造体は、前記基板または前記膜に接触して配置し、
前記金属微小構造体による金属微粒子間距離に依存した偏光異方性を有し、前記金属微小
構造体に接して配置された前記基板または前記膜の変化に対して高感度な偏光異方性を有
することを特徴とする。
【００２２】
　本発明の第２の手段は、第１の手段の光制御素子において、前記基板または前記膜が、
電圧を印加することにより屈折率の変化を生じる材料により構成されることを特徴とする
。
　また、本発明の第３の手段は、第１の手段の光制御素子において、前記基板または前記
膜が、光を照射することにより屈折率の変化を生じる材料により構成されることを特徴と
する。
　さらに本発明の第４の手段は、第１の手段の光制御素子において、前記基板または前記
膜が、電圧を印加することにより変形を生じる材料により構成されることを特徴とする。
【００２３】
　本発明の第５の手段は、第１乃至第４のいずれか１つの手段の光制御素子において、前
記集合構造体が、２個以上の金属微小構造体を単一または複数の軸上に配列した構造を有
し、該集合構造体が全て等しい配向を有して配置されていることを特徴とする。
　また、本発明の第６の手段は、第１乃至第５のいずれか１つの手段の光制御素子におい
て、前記金属微小構造体が、入射する光の波長に対してプラズモンを励振できる単一また
は複数の金属材料により構成されることを特徴とする。ここで、上記のプラズモンとは、
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金属材料中の電子の集団運動を意味している。
【００２４】
　本発明の第７の手段は、表示装置であって、光制御手段として第１乃至第６のいずれか
１つの手段の光制御素子を用い、白色光源もしくは、赤、緑、青（以下、ＲＧＢと記す）
の３色の波長を有する光源（例えば３色の発光ダイオード（ＬＥＤ）等）と、前記ＲＧＢ
の各波長に対して前記基板または前記膜の物理的特性を変調することにより前記光制御素
子の前記ＲＧＢの各波長の光に対する透過率を変調する外部変調手段とを少なくとも備え
ることを特徴とする。
【００２５】
　本発明の第８の手段は、応力測定装置であって、光制御手段として第１乃至第６のいず
れか１つの手段の光制御素子を用い、単色光源と、前記光制御素子を変調する外部変調手
段と、変形または変位により生じる金属微小構造体間の相対的な位置関係の変化を偏光状
態の変化として検出する偏光検出手段とを少なくとも備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の第１、第２の手段に係る光制御素子においては、物理的に特性を変化させるこ
とが可能な材料として例えば電気光学効果を有する材料からなる基板または膜を用い、基
板または膜の上部または内部に第５、第６の手段の構成を有する金属微小構造体を配置す
ることにより、外部電圧制御手段を介して、本光制御素子の光応答特性を高速に制御する
ことが可能となる。また、本光制御素子は無機材料により構成されており、耐光性、耐熱
性の優れた素子を実現することができる。また、可動部分を持たない光制御素子を実現す
ることができる。
【００２７】
　本発明の第１、第３の手段に係る光制御素子においては、物理的に特性を変化させるこ
とが可能な材料として例えば非線形光学効果を有する材料からなる基板または膜を用い、
基板または膜の上部または内部に第５、第６の手段の構成を有する金属微小構造体を配置
することにより、外部電圧制御手段を介して、本光制御素子の光応答特性を高速に制御す
ることが可能となる。また、本光制御素子は無機材料により構成されており、耐光性、耐
熱性の優れた素子を実現することができる。また、可動部分をもたない光制御素子を実現
することができる。
【００２８】
　本発明の第１、第４の手段に係る光制御素子においては、物理的に特性を変化させるこ
とが可能な材料として例えば電歪効果を有する材料からなる基板または膜を用い、基板ま
たは膜の上部または内部に第５、第６の手段の構成を有する金属微小構造体を配置するこ
とにより、外部電圧制御手段を介して、本光制御素子の光応答特性を高速に制御すること
が可能となる。また、本光制御素子は無機材料により構成されており、耐光性、耐熱性の
優れた光制御素子を実現することができる。
【００２９】
　本発明の第７の手段の表示装置においては、光制御手段として第１乃至第６のいずれか
１つの手段の光制御素子を用い、該光制御素子をＲＧＢの３色の波長の光に対して設け、
また、各波長の光を空間的に制御する外部光変調手段を備えることにより、各波長の光を
時間的または空間的に分離することなく利用することができており、光利用効率の高い表
示素子を実現することができる。また、本光制御素子は、波長フィルタと波長板の両機能
を備えているので、表示装置の光学素子数を低減することができる。
【００３０】
　本発明の第８の手段の応力測定装置においては、光制御手段として第１乃至第６のいず
れか１つの手段の光制御素子を用い、起歪体上に本発明の光制御素子を構成し、外部より
電気的または光学的に変調を施すことにより、応力により微小な変形を高感度に検出する
ことができる。また、複雑な形状を有さないことから、作製が容易であり、且つ高感度な
応力測定装置を実現することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の構成、動作および作用効果を図示の実施例に基づいて詳細に説明する。
【実施例】
【００３２】
［実施例１］
　本実施例は、前述の第１、第２、第５、第６の手段に係る光制御素子に関するものであ
る。
　本実施例の光制御素子に関して、図１～９に基づいて説明する。図１は、本実施例の光
制御素子の一構成例を説明する光制御素子の断面図である。図１に示すように、本光制御
素子は、電圧を印加することにより屈折率が変化する材料、すなわち電気光学効果を有し
た電気光学結晶を基板材料に用い、この電気光学結晶基板１の上に、光の波長以下のサイ
ズをもつ金属微小構造体２を有し、複数個の金属微小構造体２の組み合わせを単位とした
集合構造体３を設けた構成を有している。また、電気光学結晶の屈折率を制御するために
、電気光学結晶基板１の上部と下部に薄膜電極５，６を配置し、外部に電圧制御手段７を
有している。本光制御素子は透過光に対し、強度および偏光状態を制御するため、透過面
側の電極は透明導電材料からなる透明薄膜電極とする必要がある。また、反射型の光制御
素子として利用する場合には、下部側の薄膜電極６は金属材料を用いることができる。
【００３３】
　本光制御素子では、金属微小構造体２の酸化や劣化を防ぐため、また、金属微小構造体
２に励振されるプラズモン（金属材料中の電子の集団運動）に共鳴する光の波長を選択す
るため、金属微小構造体を被膜する透明な保護膜４を設けることが好ましい。また、透明
導電材料により被膜することで、電極と保護膜を兼ねることもできる。なお、図１では、
金属微小構造体２を配した側から光を入射しているが、電気光学結晶基板１側から光を入
射する構成であっても構わない。
【００３４】
　次に図２および図３は、本実施例の光制御素子を実現する別の構成例を説明する図であ
る。
　図２は、金属微小構造体２の集合構造体３を電気光学結晶基板１の内部に埋め込んだ構
造を有しており、電気光学結晶基板１を挟んだ両面に透明薄膜電極５，６を有している。
　図３は、透明な支持基板９上に、透明導電材料による透明薄膜電極６、金属微小構造体
２の集合構造体３、電気光学効果を示す薄膜（電気光学結晶被膜）８、透明導電材料によ
る透明薄膜電極５を順に積層または加工した構成を有している。
　図２と図３は透過型の光制御素子について説明しているが、反射型の光制御素子として
も利用することができ、その場合は金属材料などの不透明な導電性材料を電極として利用
できる。図１、図２、図３のいずれの構成の場合も、電圧制御手段７で薄膜電極５，６間
に電圧を印加することにより、金属微小構造２に接触または金属微小構造体２を被覆する
基板または膜の屈折率を、電気光学効果を利用して変調し、透過または反射する光の状態
を制御することが可能となっている。
【００３５】
　次に本実施例の光制御素子の各構成要素に使用する材料について説明する。図３に示す
支持基板９は、透過型の素子を構成する場合には、高効率化のために可視領域の波長にお
いて吸収の低い材料が好ましく、石英ガラスや、ＢＫ７、パイレックス（登録商標）など
の硼珪酸ガラス、ＣａＦ２、Ｓｉ、ＺｎＳｅ、Ａｌ２Ｏ３などの光学結晶材料などを利用
する。また、反射型の素子を構成する場合には、反射率の高い材料が好ましく、上記の光
学ガラス、光学結晶材料に、ＡｌやＡｕなどの金属膜コーティングを施す。この際の膜厚
は、金属中に光がしみ込む表皮深さよりも厚くする必要があり、３０ｎｍから１００ｎｍ
程度の膜厚とする。また、誘電体多層膜による全反射コーティングを施したものであって
も良い。また、透過光と反射光の両方を利用するビームスプリッタなどとして利用する場
合には、部分反射膜としてＣｒコーティングなどを利用する。
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【００３６】
　薄膜電極５，６は、透過型の光制御素子の場合には透明である必要があり、また、吸収
率の低い材料が好ましい。このような透明な導電性材料には、ＩＴＯ、ＳｎＯ２、ＩＺＯ
、ＺｎＯ、導電性ポリマーなどが利用できる。また、反射型の光学素子を構成する場合に
は、Ａｕ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｍｏ、もしくはこれらの合金などの金属材料や、Ｓｉ、Ｇ
ｅなどの半導体材料が利用できる。これらの導電性薄膜は、スパッタ法、蒸着法、スピン
コートなどの塗布法等で製膜することができる。
【００３７】
　電気光学結晶基板１または電気光学効果を示す膜（電気光学結晶被膜）８に用いる材料
は、強誘電体材料であり、ＢＢＯ、ＬｉＴａＯ３、ＫＴＢ、ＬｉＮｂ３、ＬｉＮｂＯ３、
ＫＴＢ、ＫＴＰ、ＫＴＮなどの無機結晶、ＰＺＴ、ＰＬＺＴなどのセラミックス、アゾ系
色素、スチルベンゼン系色素などの有機分子または有機結晶が利用できる。基板として用
いるには、研磨により平滑化する。電気光学効果を示す材料の製膜方法としては、エピタ
キシャル成長を用いる方法や、エアロゾルデポジッション法と呼ばれる常温衝撃固化現象
が利用できる。
【００３８】
　金属微小構造体２は空気中に剥き出しになっている必要はなく、金属微小構造体２の劣
化を防ぐために、むしろ図１に示すような誘電体による保護膜４等を有しているほうが好
ましい。また、金属微小構造体２を被覆する材料の光学定数（屈折率、消衰係数）に依存
して金属微小構造体内部に励起されるプラズモンの共鳴波長がシフトするため、特定の波
長の光を選択的に制御する、波長選択フィルタとしての機能も有する。保護膜４となる誘
電体材料は吸収の少ないものが適しており、ＺｎＳ－ＳｉＯ２などの光記録媒体の保護膜
として利用される遷移金属酸化物などが利用できる。保護膜の作製は、スパッタ法やＣＶ
Ｄ法等を用いて行う。
　なお、保護膜を設ける代わりに、図２に示すように、金属微小構造体２を電気光学結晶
基板１の内部に埋め込んで薄膜電極５で覆う構造としてもよく、また、図３に示すように
、金属微小構造体２を電気光学結晶被膜８で被覆する構造としてもよい。
【００３９】
　本実施例の光制御素子は、金属微小構造体中の電子の集団運動、すなわちプラズモンを
介在することにより、透過光または反射光を制御する。したがって、金属微小構造体２を
構成する金属材料は、可視光領域でプラズモンを効率良く励振できる必要がある。また、
プラズモンは特定の波長の光により共鳴的に励振されるため、金属材料の選択の仕方によ
り、光制御素子の稼動範囲を選択することができる。可視光領域でプラズモンを効率良く
励振できる金属材料としては、Ａｇ、Ｐｔ、Ａｌ、Ｃｕなどが利用できる。
【００４０】
　このような金属微小構造体および集合構造体の作製は、様々な加工方法により可能であ
る。電子ビームリソグラフィ技術を用いた方法や、ＤＵＶ（遠紫外線）・ＥＵＶ（深紫外
線）リソグラフィ技術による一括露光を行う方法、モールドと呼ばれる型を用い、熱をか
けて押し付けるナノインプリント技術などが利用できる。また、本出願人が先に出願した
参考技術「光記録媒体の製造方法および光記録媒体」（特許文献６参照）に示すような、
相変化材料や遷移金属酸化物材料にレーザー光を照射することにより、材料特性を変化さ
せ、エッチングレートの違いを利用してエッチングする手法を利用することができる。
【００４１】
　次に本実施例の光制御素子の動作原理と、複数の金属微小構造体の配列方法について、
数値計算結果を元に説明する。数値計算は、電磁界の運動を記述するマクスウェル方程式
を時空間の差分方程式に近似して解く、有限時間領域差分法（ＦＤＴＤ法）を用いて行っ
た。図４は、数値計算に使用したモデルを表しており、金属微小構造体２として、空気中
に存在するサイズ（直径）が４０ｎｍの二つのＡｕ球における近接する端部の間隔Ｄを０
～８０ｎｍまで変化させた場合の、反射遠方場における偏光状態の変化を調べた。Ａｕの
光学定数は、屈折率ｎ＝０．０７２、ｋ＝１．４９６を用いた。この値は、Ａｕのプラズ
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モン共鳴波長近傍である５００ｎｍの波長をもつ光に対する誘電率を、金属中の電子運動
方程式から導出したＤｒｕｄｅモデルを適用することにより得られた値である。
【００４２】
　ＦＤＴＤ法により得られた金属微小構造体（Ａｕ）２の集合構造体（二つのＡｕ球）の
近傍の電界分布から遠方場光の特性を得るために、電界分布のフーリエ変換により角度θ
＝０°の成分を抽出し、図４に示すｘ方向とｙ方向の振幅比と位相差を算出した。４０ｎ
ｍのＡｕ微小球のプラズモン共鳴波長近傍である波長５４４ｎｍを用い、図４に示すｘｙ
面内においてｘ軸から４５°の方向に電界の振動方向をもつ平面波を照射する計算を行っ
た。
【００４３】
　図５に示すグラフは金属微粒子間距離に対する振幅比を表しており、金属微粒子間距離
Ｄが大きな領域においては振幅比が１に近づき、偏光面（電界の振動方向）が入射光の偏
光方向と一致していることがわかる。これに対し、Ｄ＝０近傍に近づくにつれて、振幅比
が増加し、すなわち偏光面がｙ方向へ傾く。
　一方、図６は金属微粒子間距離に対する電界のｘ成分とｙ成分の位相差を表している。
金属微粒子間距離Ｄがゼロに近づくほど、位相差が大きくなり、Ｄ＝０の場合に位相差が
４５°程度となる。ＦＤＴＤ法によるシミュレーションの結果から、Ａｕ球の間隔を制御
することにより、偏光面を回転させることができ、また、偏光状態を、例えば直線偏光か
ら楕円偏光に変換することが可能であることが確認できた。
【００４４】
　したがって、本実施例の光制御素子は、金属微小構造体２の相対的な位置関係を選択す
ることにより、位相板ないしは偏光板として機能させることができる。また、金属材料と
してＡｇ微小球を使用した場合にも、同様の計算結果が得られるが、この場合、偏光状態
に変化の生じる波長領域はＡｇ球のプラズモン共鳴波長近傍である波長４００ｎｍ近傍で
あった。
【００４５】
　上述の数値計算結果から分かるように、二つの金属微小構造体２が近接してくると、金
属微小構造体２のサイズ程度に局在して分布する近接場光と呼ばれる電磁場を介在して、
二つの金属微小構造体２が相互作用を生じ、この相互作用の大きさが、金属微小構造体２
の配列の向きと入射する偏光の向きが平行は場合と垂直な場合とで異なるために、透過光
または反射光に異方性が生じてくる。この効果は、金属微小構造体内に励振されるプラズ
モンの共鳴周波数近傍で最大となる。金属微小構造体２のサイズおよび形状は、プラズモ
ンの共鳴波長を決定するものであり、これらは二つの金属微小構造体２において一致して
いるならば、どのようなサイズ、形状であっても構わない。
【００４６】
　図７は、金属球のサイズに対するプラズモンの共鳴波長の変化を調べるために、ミー散
乱理論により解析的に計算した空気中に配置された単一Ａｕ球の中心部における電界強度
を波長に対してプロットした図である。Ａｕ球の半径が５ｎｍ程度になると、ほとんどサ
イズには依存しなくなるが、半径２５ｎｍの場合と比較して約２５ｎｍ程度の共鳴波長の
シフトが生じ、サイズの増加に伴って電界強度が増強されることが確認された。共鳴波長
のシフトと電界強度の増強は、金属材料や誘電体薄膜材料にも依存する。電界強度の増強
はＡｕ微小球の体積に比例した電気双極子モーメントの増大を意味しており、その結果、
近接場光による相互作用も増強される。したがって、金属微小構造体２のサイズを変える
ことにより、本光制御素子の偏光制御特性および動作波長を制御することが可能である。
また、金属微小構造体間のサイズのばらつきは、使用する金属微小構造体のサイズに依存
するが、図７から、半径１５ｎｍ以下のドットであれば、プラズモンの励振される領域の
重なりは十分に大きく、特に考慮する必要はない。逆に、半径２０ｎｍを越える金属微小
構造体を利用する場合は、およそ５ｎｍ以下の精度で半径が揃っている必要がある。また
、ドットのサイズが１０～１００ｎｍの範囲にあれば、偏光特性の変化が観測できること
も確かめられている。
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【００４７】
　図８（ａ），（ｂ）は、金属微小構造体２の形状の例を示した図である。金属微小構造
体２の形状またはサイズが揃っていれば、図８（ａ）のように円柱形状のドット（金属微
小構造体）２が二つ組み合わさった集合構造体３により構成されていてもよいし、図８（
ｂ）のように半球状のドット（金属微小構造体）２が二つ組み合わさった集合構造体３に
より構成されていてもよい。金属微小構造体２が形状に強く依存していないことは、加工
精度に余裕をもたせることができ、素子を作製する上で有利な特性である。
【００４８】
　また、三つ以上の金属ドット（金属微小構造体）２を配置した構成を取ることもできる
。図９（ａ），（ｂ）は三つの金属ドット（金属微小構造体）２の配置例を説明する図で
あり、Ｌ字またはＶ字構造に配置した例を示している。この場合、金属ドットが配列する
二本の軸に対して、それぞれ異なった位相差と振幅差が生じ、三つの金属ドットの配置に
依存した偏光特性が得られる。また、二本の軸の交差する角度θが小さな場合には、さら
にもう一対の金属ドット同士に相互作用が生じ、三本の軸に対し、それぞれ偏光特性が定
まる。金属ドットの数を増やすことにより、さらに高度な偏光特性の制御が可能となる。
【００４９】
　本実施例の光制御素子においては、上述の金属微小構造体２による集合構造体３が、光
を照射される面内に均一に設けられている必要がある。本実施例の光制御素子の集合構造
体の配置例について、図１０により説明する。図１０（ａ）は、電気光学結晶基板１（ま
たは電気光学結晶被膜、あるいは保護膜）の上または内部に、二つの金属ドット（金属微
小構造体）２により構成される集合構造体３を、正方格子状に配列したものである。ここ
で、隣接する集合構造体３の間隔は、入射する光の半波長よりも小さいものとする。この
条件により、本実施例の光制御素子に作用した光を遠方で観測した場合に、光の干渉によ
る影響が現れない。また、図１０（ｂ）に示すように、間隔を半波長程度とし、ストライ
プ状に配列することにより、回折格子と偏光制御機構を併せもつ光制御素子を実現するこ
ともできる。また、より高密度化するには、図１０（ｃ）に示すように、六方格子状に配
置する。このように高密度化することにより、入射光と金属微小構造体２との相互作用の
頻度が増し、偏光状態の変化をより強めることができる。また、集合構造体３は、図１０
（ｄ）に示すように、集合構造体３の配向が揃っていれば、平面上にランダムに分布して
いてもよい。これは、光制御素子の作製精度を緩和することができ、低コスト化を図るこ
とができる。
【００５０】
　本実施例で示した光制御素子に電圧制御手段７により電圧を印加すると、電圧の大きさ
に応じて電気光学結晶基板１または電気光学効果を示す膜（電気光学結晶被膜）８の屈折
率が変化する。金属微小構造体２は電気光学結晶基板１または電気光学結晶被膜８に接し
て配置されており、屈折率が変化することは、光の伝達速度が変わり、実効的に金属微小
構造体間の距離が変化することに相当する。したがって、外部より金属微小構造体間の距
離を制御することができ、しいては、入射光の偏光状態を制御することが可能となる。こ
れが、本実施例の光制御素子の駆動原理である。
【００５１】
　本実施例の光制御素子は、電気光学効果による微小な屈折率変化に対し、極めて敏感に
偏光状態を変化させる。したがって、低い印加電圧で効率良く光制御が実現できる。また
、金属微小構造体２にはプラズモン共鳴にともなう波長選択性があり、特定の波長に対し
てのみ偏光状態を制御することが可能となっている。また、電気光学効果の時間応答は極
めて早く、高速の光制御が可能となっている。
【００５２】
［実施例２］
　本実施例は、前述の第１、第３、第５、第６の手段に係る光制御素子に関するものであ
る。
　本実施例の光制御素子に関して、図１１～図１３に基づいて説明する。図１１～図１３
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は、本実施例の光制御素子の構成例を説明するための光制御素子の断面図である。基本的
な構成は、図１～図３に示した第一の実施例と同様であるが、電気光学結晶基板または膜
の代わりに、光を照射することにより屈折率が変化する非線形光学材料を基板または膜と
して利用する。
【００５３】
　図１１は透過型の光制御素子の例であり、非線形光学材料基板１０（または非線形光学
材料被膜）の上部に金属微小構造体２の集合構造体３を設けた構成となっている。金属微
小構造体２を構成する位置は、第一の実施例と同様に、非線形光学材料基板１０の上部に
設けられた構成の他、図１２に示す構成例のように、非線形光学材料基板１０の内部に埋
め込まれた構成、図１３に示す構成例のように、非線形光学材料による膜１１に覆われた
構成のいずれであっても構わない。図１３の構成例では、非線形光学材料による膜１１を
形成するため、ならびに金属微小構造体２を固定された位置に配置するために、支持基板
１２が必要である。支持基板１２は、透過型の光制御素子では、第一の実施例で述べたよ
うに、透明なガラス材料、光学結晶材料を用いる。
【００５４】
　本実施例の光制御素子では、非線形光学効果を制御するために、外部に入射する光の波
長とは異なる波長を有する制御用光源を備えている。反射型の光制御素子として利用する
場合には、非線形光学材料基板１０（または非線形光学材料被膜）の下部に金属薄膜や誘
電体多層膜構造を設ける。さらに、図１１や図１２の構成例では、金属微小構造体２の酸
化や劣化を防ぐため、また、金属微小構造体２に励振されるプラズモンに共鳴する光の波
長を選択するため、金属微小構造体２を被膜する透明な保護膜４を設けることが好ましい
。また、図１３の構成例のように、非線形光学材料により被膜１１することで、屈折率制
御と保護膜の機能を兼ねることもできる。なお、図１１～図１３の構成例では、金属微小
構造体２を配した側から光を入射しているが、非線形光学材料基板１０（または非線形光
学材料被膜）や、支持基板１２の側から光を入射する構成であってもよい。
【００５５】
　非線形光学材料には、入射する光の強度に対して二次または三次の非線形定数を有する
材料が利用できる。高効率で屈折率を変化させるためには大きな非線形定数を有する材料
が適しており、二次の非線形光学効果を利用する場合は、二次の非線形定数が０．０１ｐ
ｍ／Ｖ以上、より好ましくは二次の非線形定数が１ｐｍ／Ｖ以上であるとよい。または、
三次の非線形光学効果を利用する場合には、三次の非線形光学定数が０．０１×１０－２

２ｍ２／Ｖ２以上であり、より好ましくは三次の非線形定数が１×１０－２２ｍ２／Ｖ２

以上の材料であるとよい。このような材料には、３元素の結晶であるＢＢＯ、ＬＢＯ、Ｂ
ＩＢＯ結晶、４元素の結晶であるＫＴＰ、ＫＤＰ結晶などの無機結晶がある。また、半導
体量子井戸構造を用いることにより大きな非線形定数を得ることができる。このような材
料としては、Ｇａ、Ｉｎ、Ａｌ、Ａｓ、Ｐ、Ｎ、Ｓｂ、Ｚｎ、ＳｅによるIII－Ｖ族、II
－VI族半導体混晶が利用できる。非線形光学材料の加工および製膜は、研磨による方法や
、スパッタ法を用いた堆積、ＣＶＤやエビタキシャル成長法といった結晶成長技術を用い
た方法により行う。
【００５６】
　金属微小構造体２およびその集合構造体３は、第一の実施例に記載したものと同様であ
り、入射する光の波長に対して十分に小さい必要があり、好ましくは１０～１００ｎｍの
サイズであればよい。また、金属微小構造体２は、図４～図８を参照して説明したように
、二個を一定の方向に配列し、その間隔を調整することにより所望する偏光状態を得るも
のでも良いし、図９に示したように、三個以上をＬ字、Ｖ字構造等に間隔を調整して配列
し、所望する偏光状態を得るものでもよい。集合構造体３の配置についても、第一の実施
例に記載したもの（図１０）と同様であり、正方格子、六方格子、ストライプ、ランダム
な配置などとする。金属微小構造体２を構成する材料は、可視光領域でプラズモンを励振
する金属材料で、Ａｕ、Ａｇ、Ｐｔ、Ａｌ、Ｃｕなどが利用できる。作製方法は、第一の
実施例で示した、電子ビームリソグラフィ技術を用いた方法や、ＤＵＶ（遠紫外線）・Ｅ
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ＵＶ（深紫外線）リソグラフィ技術による一括露光を行う方法、モールドと呼ばれる型を
用い、熱をかけて押し付けるナノインプリント技術による方法、エッチングレートの違い
を利用してエッチングする手法などが利用できる。
【００５７】
　第一の実施例と同様に、金属微小構造体２は空気中に剥き出しになっている必要はなく
、金属微小構造体２の劣化を防ぐために、図１１や図１２に示すように、むしろ誘電体に
よる保護膜４を有しているほうが好ましい。また、金属微小構造体２を被覆する材料の光
学定数（屈折率、消衰係数）に依存して金属微小構造体内部に励起されるプラズモンの共
鳴波長がシフトするため、特定の波長の光を選択的に制御する、波長選択フィルタとして
の機能も有する。保護膜４となる誘電体材料は吸収の少ないものが適しており、ＺｎＳ－
ＳｉＯ２などの光記録媒体の保護膜として利用される遷移金属酸化物などが利用できる。
保護膜の作製は、スパッタ法やＣＶＤ法を用いて行う。なお、保護膜を設ける代わりに、
図１３に示すように、金属微小構造体２を非線形光学材料被膜１１で被覆する構造として
もよい。
【００５８】
　次に本実施例の光制御素子における、光制御の原理について説明する。外部に設けた非
線形光学効果制御用の図示しない光源により制御光（変調光）の強度を変化させることに
より、非線形光学材料の屈折率が変化する。金属微小構造体２は、非線形光学材料からな
る基板または膜に接して配置されており、屈折率の変化は、実効的に金属微小構造体間の
距離を変化させることになり、隣接して配置された複数の金属微小構造体間の近接場光を
介在した相互作用の強さに変化が生じる。その結果、金属微小構造体間に働く近接場相互
作用の大きさが、金属微小構造体２の配置と入射する光の偏光方向に依存して変化し、透
過光または反射光に偏光の異方性が現れる。偏光の異方性は、非線形光学材料の屈折率変
化に対して、極めて敏感であり、制御光の強度により、偏光状態をアクティブに制御する
ことができる。
【００５９】
　なお、非線形光学材料の屈折率制御に利用する光源は、非線形性を強く生じる波長であ
り、且つ入射光（信号光）と分離される必要があることから、金属微小構造体のプラズモ
ン共鳴周波数から十分に離れた波長の光を利用する。
【００６０】
　本実施例の光制御素子は、非線形光学効果による微小な屈折率変化に対し、極めて敏感
に偏光状態を変化させる。したがって、高効率光制御が可能となっている。また、金属微
小構造体２にはプラズモン共鳴にともなう波長選択性があり、特定の波長に対してのみ偏
光状態を制御することが可能となっている。また、非線形光学材料を使うことにより、電
気的な配線が不要であり、極めて簡単な構成で光制御が実現できる。
【００６１】
［実施例３］
　本実施例は、前述の第１、第４、第５、第６の手段に係る光制御素子に関するものであ
る。
　本実施例の光制御素子に関して、図１４に基づいて説明する。図１４は、本実施例の光
制御素子の構成例を説明するための光制御素子の断面図である。基本的な構成は、図１に
示した第一の実施例と同様であるが、電気光学結晶基板または膜により屈折率を電気的に
変調する代わりに、電圧を印加することにより変形（伸縮）を生じる電歪材料を利用する
。図１４は透過型の光制御素子の例であり、透明な支持基板１４上に電歪材料膜１３を設
けたものを基板とし、基板上に金属微小構造体２の集合構造体３を設けた構成となってい
る。また、電歪材料膜１３の変形量を制御するために、外部に電圧制御手段７を備えてい
る。
【００６２】
　反射型の光制御素子として利用する場合には、不透明な電歪材料膜１３を用いることが
できる。また、電歪材料膜１３を形成した支持基板１４の下部に金属薄膜や誘電体多層膜
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構造を設けてもよい。金属微小構造体２の酸化や劣化を防ぐため、また、金属微小構造体
２に励振されるプラズモンに共鳴する光の波長を選択するため、金属微小構造体２を被膜
する透明な保護膜４を設けることが好ましい。なお、図１４に示す構成例では、金属微小
構造体２を配した側から光を入射しているが、電歪材料膜１３を形成した支持基板１４の
側から光を入射する構成であってもよい。
【００６３】
　電歪材料は、低電力で変形を生じる材料が適しており、水晶、ＺｎＯ、ＬｉＮｂＯ３、
ＬｉＴａＯ３、Ｌｉ２Ｂ４Ｏ７、ＡｌＮなどの無機結晶が利用できる。また、チタン酸ジ
ルコン酸鉛などのセラミックス材料や、ロッシェル塩、トルマリン（電気石）などの有機
結晶が利用できる。電歪材料の加工および製膜は、研磨による方法や、スパッタ法を用い
た堆積、ＣＶＤやエビタキシャル成長法といった結晶成長技術を用いた方法により行う。
【００６４】
　金属微小構造体２およびその集合構造体３は、第一の実施例に記載したものと同様であ
り、入射する光の波長に対して十分に小さい必要があり、好ましくは１０～１００ｎｍの
サイズであればよい。また、金属微小構造体２は、図４～図８を参照して説明したように
、二個を一定の方向に配列し、その間隔を調整することにより所望する偏光状態を得るも
のでも良いし、図９に示したように、三個以上をＬ字、Ｖ字構造等に間隔を調整して配列
し、所望する偏光状態を得るものでもよい。集合構造体３の配置についても、第一の実施
例に記載したもの（図１０）と同様であり、正方格子、六方格子、ストライプ、ランダム
な配置などとする。金属微小構造体２を構成する材料は、可視光領域でプラズモンを励振
する金属材料で、Ａｕ、Ａｇ、Ｐｔ、Ａｌ、Ｃｕなどが利用できる。作製方法は、第一の
実施例で示した、電子ビームリソグラフィ技術を用いた方法や、ＤＵＶ（遠紫外線）・Ｅ
ＵＶ（深紫外線）リソグラフィ技術による一括露光を行う方法、モールドと呼ばれる型を
用い、熱をかけて押し付けるナノインプリント技術による方法、エッチングレートの違い
を利用してエッチングする手法などが利用できる。
【００６５】
　第一の実施例と同様に、金属微小構造体２は空気中に剥き出しになっている必要はなく
、金属微小構造体２の劣化を防ぐために、図１４に示すように、むしろ誘電体による保護
膜４を有しているほうが好ましい。また、金属微小構造体２を被覆する材料の光学定数（
屈折率、消衰係数）に依存して金属微小構造体内部に励起されるプラズモンの共鳴波長が
シフトするため、特定の波長の光を選択的に制御する、波長選択フィルタとしての機能も
有する。保護膜４となる誘電体材料は吸収の少ないものが適しており、ＺｎＳ－ＳｉＯ２

などの光記録媒体の保護膜として利用される遷移金属酸化物などが利用できる。保護膜の
作製は、スパッタ法やＣＶＤ法を用いて行う。
【００６６】
　次に本実施例の光制御素子における、光制御の原理について説明する。外部に設けた電
圧制御手段７により、印加電圧を変化させることにより、電歪材料膜１３は変形（伸縮）
を生じる。図１４では、電歪材料膜１３に平行な方向に電圧が印加される構成であり、電
歪材料膜１３は、支持基板１４に平行な方向に伸縮する。したがって、金属微小構造体間
の距離を変化させることになり、金属微小構造体間に働く近接場相互作用の大きさが、金
属微小構造体２の配置と入射する光の偏光方向に依存して変化し、透過光または反射光に
偏光の異方性が現れる。偏光の異方性は、金属微小構造体２の変位に対して、極めて敏感
であり、印加電圧を制御することにより、偏光状態をアクティブに制御することができる
。
【００６７】
　本実施例の光制御素子は、電歪材料による微小な変形に対し、極めて敏感に偏光状態を
変化させる。したがって、高効率光制御が可能となっている。また、金属微小構造体２に
はプラズモン共鳴にともなう波長選択性があり、特定の波長に対してのみ偏光状態を制御
することが可能となっている。また、電歪効果の時間応答は極めて早く、高速の光制御が
可能となっている。



(15) JP 4920996 B2 2012.4.18

10

20

30

40

50

【００６８】
［実施例４］
　本実施例例は、前述の第７の手段に係る表示装置に関するものである。
　本実施例の光制御素子を用いた表示装置に関して、図１５および図１６～図２１に基づ
いて説明する。
　図１５は、本実施例の表示装置の構成例を説明するための概略構成図である。本実施例
の表示装置は、光源（白色光源または、赤（Ｒ）緑（Ｇ）青（Ｂ）の３色の波長をもつＬ
ＥＤ光源）２０と、実施例１～３で説明した光制御素子の集合により構成される偏光制御
素子２２および偏光制御素子を制御するための外部光変調手段２３と、偏光状態を透過光
強度情報に変換するための二枚の偏光板（第１偏光板２１および第２偏光板２４）と、偏
光制御素子２２により変調された信号をスクリーン２６に表示するための投射光学系２５
により構成されている。
【００６９】
　この表示装置に組み込まれる偏光制御素子２２は、ＲＧＢの各波長に対して作用するこ
とから、それぞれの光の波長に対応した三種類の偏光制御素子要素（例えば１／２波長板
として機能）２２Ｒ，２２Ｇ，２２Ｂが必要であり、図１５は、これら偏光制御素子要素
２２Ｒ，２２Ｇ，２２Ｂを直列に並べた構成を有している。各波長に対する偏光制御素子
要素２２Ｒ，２２Ｇ，２２Ｂは、それぞれ１００μｍ～１ｍｍ平方程度のサイズをもつ画
素に分割されており、各画素は、各偏光制御素子要素２２Ｒ，２２Ｇ，２２Ｂに対応する
外部光変調手段２３Ｒ，２３Ｇ，２３Ｂにより独立に変調される。各画素が実施例１～３
で説明した光制御素子に対応している。
【００７０】
　光制御素子は、ＲＧＢの３色それぞれの波長の光に対して、プラズモン共鳴が生じるよ
うに、金属微小構造体を構成する材料ならびに波長選択性を有する保護膜の材料を選択す
る必要がある。図１６～図２１は、これを実現する構成の一例を示した計算結果である。
計算は、ミー散乱理論に基づき、半径が５～２５ｎｍのＡｕ金属球またはＡｇ金属球が、
代表的な被膜材料で覆われている系について行い、金属球中心部分の電界強度を算出した
。被膜材料として用いたのは、空気（屈折率：ｎ＝１．０）（図１６）、ＣａＦ２（ｎ＝
１．３）（図１７）、ＳｉＯ２（ｎ＝１．５）（図１８、図１９）、ＺｎＯ（ｎ＝２．１
）（図２０）、ＺｎＳ－ＳｉＯ２（ｎ＝２．３）（図２１）である。同一のグラフ中にお
いて、５本の曲線ａ～ｅは、半径がａ＝５ｎｍ、ｂ＝１０ｎｍ、ｃ＝１５ｎｍ、ｄ＝２０
ｎｍ、ｅ＝２５ｎｍの場合の計算結果を表しており、長波長側にピークがシフトするほど
半径が大きな金属となっている。赤色（Ｒ）の光にプラズモンの共鳴条件を合わせるには
、Ａｇ金属球をＳｉＯ２またはこれに近い屈折率を有する材料により被覆する。緑色（Ｇ
）の光にプラズモンの共鳴条件を合わせるには、Ａｕ金属球をＣａＦ２など屈折率ｎが１
．３程度の材料で被膜する。もしくは、Ａｇ金属球をＺｎＯなどの屈折率ｎが２．１程度
の材料で被膜する。青色（Ｂ）の光にプラズモンの共鳴条件を合わせるには、Ａｕ金属球
をＳｉＯ２などの屈折率ｎが１．５程度の材料で被膜する。もしくは、Ａｇ金属球をＺｎ
Ｓ－ＳｉＯ２などの屈折率ｎが２．３程度の材料で被膜する。これらは、金属微小構造体
２のサイズや形状、金属微小構造体２を配置する基板の光学特性、波長選択性を有する保
護膜の膜厚などに依存するため、光制御素子の構成に依存して最適化する必要がある。
【００７１】
　次に本実施例の表示装置の動作原理について説明する。本実施例の表示装置は、二枚の
偏光板２１，２４を直交させて、偏光制御素子２２（２２Ｒ，２２Ｇ，２２Ｂ）の前後に
配置した構成であり、偏光制御素子２２（２２Ｒ，２２Ｇ，２２Ｂ）には第１偏光板２１
を介して直線偏光が入射される。ここで、外部光変調手段２３（２３Ｒ，２３Ｇ，２３Ｂ
）により、電圧、制御光、変位が入力された際に、偏光が９０°回転するように、金属微
小構造体２の間隔や配置を調整しておくと、偏光の向きが変化した成分のみが第２偏光板
２４を透過することができ、スクリーン２６上に結像される。ＲＧＢの３色の波長に対し
、偏光制御素子２２（２２Ｒ，２２Ｇ，２２Ｂ）の各画素に対応する光制御素子でこのＯ
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Ｎ／ＯＦＦを制御することにより、スクリーン２６上で３色が合成されたカラー画像が形
成できる。
【００７２】
　なお、図１５には明記していないが、入射される光は、ランダムな偏光状態を有してお
り、第１偏光板２１により光量の１／２を損失してしまう。これを回避するため、第１偏
光板２１の前部に反射される偏光成分を回転させて再び入力する偏光変換素子（図示せず
）を配置することにより、光利用効率を高め、また高輝度の表示装置を実現することがで
きる。
【００７３】
　以上のように、本実施例の表示装置は、光制御素子を電気的または光学的な屈折率変化
により制御する場合には、可動部分をもたず、極めて高速な動作を実現することができる
。光制御素子を電歪材料の変形を利用して制御する場合においても、極めて微小な物理的
変化を透過光強度に反映することができ、高速且つ低消費電力動作が可能となる。また、
液晶パネルを用いた表示素子のようにＲＧＢの３つの波長を分離して情報処理を行う必要
がないため、光学素子数を格段に減らすことが可能となり、生産コストの削減や、表示装
置の小型化が可能となる。
【００７４】
［実施例５］
　本実施例は、前述の第７の手段に係る表示装置に関するものであり、実施例４とは異な
る構成によるものである。
　本実施例の光制御素子を用いた表示装置に関して、図２２、図２３に基づいて説明する
。図２２は、本実施例の表示装置の構成例を説明するための概略構成図である。本実施例
の表示装置は、光源３０としてＲＧＢの各波長をもつ三つの独立したＬＥＤ光源３０Ｒ，
３０Ｇ，３０Ｂと、実施例１～３で説明した光制御素子の集合により構成される偏光制御
素子（例えば１／２波長板として機能）３３および偏光制御素子を制御するための外部光
変調手段３４と、偏光状態を透過光強度情報に変換するための二枚の偏光板（第１偏光板
３１および第２偏光板３６）と、各画素へ光を投入するためのマイクロレンズアレイ３２
と、各画素を透過した光を合成するコリメートレンズ３５と、偏光制御素子３３の光制御
素子により変調された信号をスクリーン３８に表示するための投射光学系３７により構成
されている。
【００７５】
　本実施例で実施例４と異なる部分は、図２２および図２３に示すように、偏光制御素子
３３が、ＲＧＢの３色に対応する三種類の光制御素子３３Ｒ，３３Ｇ，３３Ｂを単板上に
配列することにより構成されているところである。ＲＧＢの３色の波長に対する光制御素
子３３Ｒ，３３Ｇ，３３Ｂが１００μｍ～１ｍｍ平方程度の領域中に全て配置されたもの
が、１画素を構成する。各光制御素子３３Ｒ，３３Ｇ，３３Ｂは、外部光変調手段３４に
より独立に変調される。各画素を構成する三つの光制御素子３３Ｒ，３３Ｇ，３３Ｂのそ
れぞれが実施例１～３で説明した光制御素子に対応している。光制御素子を構成する材料
は、実施例４で示したものと同様であり、Ａｕ、Ａｇなどの金属材料と、ＣａＦ２、Ｓｉ
Ｏ２、ＺｎＯ、ＺｎＳ－ＳｉＯ２などの一般的な被膜材料を、ＲＧＢの各波長の光が金属
微小構造体中のプラズモン共鳴条件近傍に調整されるように選択する。
【００７６】
　偏光制御素子３３は、ＲＧＢの３色の波長に対応する光制御素子３３Ｒ，３３Ｇ，３３
Ｂが単板上に交互に配列しているため、ＲＧＢ各波長の光をこれらの光制御素子３３Ｒ，
３３Ｇ，３３Ｂに分配する必要がある。これは、マイクロレンズアレイ３２を用い、各マ
イクロレンズ３２ａに入射する入射光の角度をＲＧＢの各波長に対して調整することで実
現できる。図２３は、図２２における１つのマイクロレンズ３２ａと光制御素子３３Ｒ，
３３Ｇ，３３Ｂを含む点線部分３９を拡大したものであり、入射角に依存したＲＧＢ各波
長の光の集光状態を説明するための図である。垂直に入射される光は、マイクロレンズ３
２ａの中心に位置する光制御素子３３Ｇに集光される。一方、斜めに入射される光は、焦
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点位置がマイクロレンズ３２ａへの入射角度に依存して変化する。したがって、マイクロ
レンズ３２ａへの入射角度を変化させることにより、二次元的には配列した３つの光制御
素子３３Ｒ，３３Ｇ，３３Ｂへ、それぞれ対応した波長の光を導入することができる。
【００７７】
　本実施例の表示装置の動作原理は、実施例４と同様であり、外部光変調手段３４により
、電圧、または制御光が入力された際に、偏光が９０°回転するように、金属微小構造体
の間隔や配置を調整しておくことにより、偏光の向きが変化した成分のみが第２偏光板３
６を透過することができ、スクリーン３８上で３色が合成されたカラー画像が形成される
。
【００７８】
　なお、図２２には明記していないが、入射される光は、ランダムな偏光状態を有してお
り、第１偏光板３１により光量の１／２を損失してしまう。これを回避するため、第１偏
光板３１の前部に反射される偏光成分を回転させて再び入力する偏光変換素子（図示せず
）を配置することにより、光利用効率を高め、また高輝度の表示装置を実現することがで
きる。
【００７９】
　以上のように、本実施例の表示装置は、光制御素子を電気的または光学的な屈折率変化
により制御する場合には、可動部分をもたず、極めて高速な動作を実現することができる
。光制御素子を電歪材料の変形を利用して制御する場合においても、極めて微小な物理的
変化を透過光強度に反映することができ、高速且つ低消費電力動作が可能となる。また、
単板でＲＧＢの３つの波長に対する光制御を行っているため、光学素子数を格段に減らす
ことが可能となり、生産コストの削減や、表示装置の小型化が可能となる。
【００８０】
［実施例６］
　本実施例は、前述の第８の手段に係る応力測定装置に関するものである。
　本実施例の光制御素子を用いた応力測定装置に関して、図２４および前述の図１６～２
１に基づいて説明する。図２４は、本実施例の応力測定装置を説明するための概略構成図
である。本実施例の応力測定装置は、単色光源４０と偏光子４１と、実施例１～３で説明
した光制御素子５３を備えた変形機構（支持基板５１と起歪体５２）と、該光制御素子５
３を制御するための外部変調手段４４と、光制御素子５３の変形または変位により生じる
金属微小構造体間の相対的な位置関係の変化を偏光状態の変化として検出する偏光検出手
段（例えば検光子４２と光検出器４３）とにより構成されている。また、光制御素子５３
は、圧力や温度に起因した応力を微小な変形として感知できるよう、支持基板５１上に起
歪体５２を配置し、該起歪体５２に接して配置されている。
【００８１】
　本実施例の応力測定装置に用いる単色光源４０は、光制御素子５３を構成する金属微小
構造体中にプラズモンを共鳴的に励振する波長を有する必要がある。Ａｕを金属材料とし
た金属微小構造体では、５４４ｎｍ程度の波長をもつレーザーダイオード（ＬＤ）を用い
る。なお、光源４０は、単色ＬＥＤや固体レーザーであっても構わないが、装置の小型化
、高感度化の目的から、レーザーダイオード（ＬＤ）を利用するほうが、より好ましい。
また、Ａｇを金属材料として用いる場合には、４００ｎｍ程度の短波長の光源が必要であ
る。また、金属微小構造体を被覆する保護膜の選択により、使用する光の波長を調整する
ことができる。
　図１６～２１は前述したように、ミー散乱理論を用いて様々な被覆材料に覆われた金属
球の球中心における電界強度を計算した結果であり、金属材料と保護膜の組み合わせによ
り、プラズモンの共鳴波長を自由に選択できることを示している。図１６～２１から分か
るように、短波長の光を用いるほど、共鳴ピーク値は大きくなり、微小な変形に起因した
偏光状態の変化が、より顕著に現れる。
【００８２】
　光制御素子５３を備えた変形機構は、Ｓｉの自立膜が微小な隙間を有して平行に配置さ
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れた起歪体５２を有した構造となっている。このような構造は、Ｓｉ半導体の製造プロセ
スにより作製される。例えば、ＳＯＩ（Silicon On Insulator）ウェハを用い、光リソグ
ラフィ技術によりパターンを切り出し、ＳｉＯ２層をドライエッチングで除去することに
より、隙間部分を作製することができる。この起歪体５２に接して本発明の光制御素子５
３を配置する。
【００８３】
　偏光検出手段においては、変形による偏光状態の変化を検出するために、光検出器４３
の直前に検光子４２を設けている。また、単色光源４０の近傍には偏光子４１が設けられ
ている。偏光子４１は、光制御素子中の金属微小構造の配向すなわち偏光異方性を生じる
軸に沿った向きの直線偏光となるように配置されている。また、偏光検出手段の検光子４
２は自由に回転できる構成とすることにより、偏光状態の変化量を定量的に検出すること
ができる。
【００８４】
　次に本実施例の応力測定装置による微小な変形の測定方法について説明する。圧力や温
度に依存した起歪体５２の変形が比較的大きな場合は、電気的な変調を施さずとも、直接
偏光状態の変化を検出可能であるが、より微小な変位を高感度に検出するために、光制御
素子５３に変調をかける外部変調手段４４を設けている。ここで、外部変調手段４４とは
、第２～第４の手段で説明する、物理的に特性を変化させることが可能な材料に応じて、
電気的、光学的に制御信号を与えるための手段である。この外部変調手段４４により、光
制御素子５３に周期的な変調をかけ、これに同期した偏光状態の変化を光検出器４３によ
り検出することで、ノイズ信号を除去することが可能であり、起歪体５２の変形による効
果のみを高感度に検出することが可能である。金属微小構造体間の近接場光を介在した相
互作用は、金属微小構造体間の距離に極めて敏感であり、サイズ５０ｎｍ程度の金属微小
構造体を用いた場合、１～５０ｎｍ程度の変形を測定することが可能である。
【００８５】
　以上のように、本実施例の応力測定装置は、光制御素子５３に電気的または光学的な変
調を加えることにより、微小な応力による変形を、入射する光の偏光状態の変化として、
偏光検出手段の光検出器４３で高感度に検出することが可能である。また、光制御素子５
３を構成する金属微小構造体は、厳格な形状を有する必要はないことから、作製精度に関
する制限を緩和することができ、装置の低コスト化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明の第１の実施例の光制御素子の一構成例を説明するための図であり、金属
微小構造体を電気光学結晶基板の上面に配置した構成の光制御素子の断面図である。
【図２】本発明の第１の実施例の光制御素子の別の構成例を説明するための図であり、金
属微小構造体を電気光学結晶基板の内部に配置した構成の光制御素子の断面図である。
【図３】本発明の第１の実施例の光制御素子のさらに別の構成例を説明するための図であ
り、金属微小構造体を電気光学結晶被膜で被覆した構成の光制御素子の断面図である。
【図４】金属微小構造体を２個配置した場合の数値シミュレーションのモデルを説明する
図である。
【図５】数値シミュレーションにより得られた振幅比の計算結果を示す図である。
【図６】数値シミュレーションにより得られた位相差の計算結果を示す図である。
【図７】ミー散乱理論に基づき算出した、金属微小構造体のサイズ依存性を示す図である
。
【図８】金属微小構造体の形状の任意性を説明するための図である。
【図９】３つの金属微小構造体による集合構造体の構成を説明するための図である。
【図１０】集合構造体の配列の仕方を説明するための図である。
【図１１】本発明の第２の実施例の光制御素子の一構成例を説明するための図であり、金
属微小構造体を非線形光学材料基板の上面に配置した構成の光制御素子の断面図である。
【図１２】本発明の第２の実施例の光制御素子の別の構成例を説明するための図であり、
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金属微小構造体を非線形光学材料基板の内部に配置した構成の光制御素子の断面図である
。
【図１３】本発明の第２の実施例の光制御素子のさらに別の構成例を説明するための図で
あり、金属微小構造体を非線形光学材料被膜で被覆した構成の光制御素子の断面図である
。
【図１４】本発明の第３の実施例の光制御素子を説明するためのであり、金属微小構造体
を、電歪材料膜を形成した基板の上面に配置した構成の光制御素子の断面図である。
【図１５】本発明の第４の実施例の表示装置の構成例を説明するための概略構成図である
。
【図１６】ミー散乱理論に基づき計算した、金属材料と空気の組み合わせによるプラズモ
ン共鳴波長の選択方法を説明する図である。
【図１７】ミー散乱理論に基づき計算した、金属材料と被膜材料の組み合わせによるプラ
ズモン共鳴波長の選択方法を説明する図である。
【図１８】ミー散乱理論に基づき計算した、金属材料と被膜材料の別の組み合わせによる
プラズモン共鳴波長の選択方法を説明する図である。
【図１９】ミー散乱理論に基づき計算した、金属材料と被膜材料の別の組み合わせによる
プラズモン共鳴波長の選択方法を説明する図である。
【図２０】ミー散乱理論に基づき計算した、金属材料と被膜材料の別の組み合わせによる
プラズモン共鳴波長の選択方法を説明する図である。
【図２１】ミー散乱理論に基づき計算した、金属材料と被膜材料の別の組み合わせによる
プラズモン共鳴波長の選択方法を説明する図である。
【図２２】本発明の第５の実施例の表示装置の構成例を説明するための概略構成図である
。
【図２３】図２２のマイクロレンズアレイと偏光制御素子の一部を拡大して示す要部拡大
図である。
【図２４】本発明の第６の実施例の応力測定装置の構成例を説明するための概略構成図で
ある。
【図２５】従来技術１に記載の光学素子の構成説明図である。
【図２６】従来技術２に記載の反射率可変波長選択フィルタの概念図である。
【図２７】従来技術３に記載の光学素子を斜め上方から見た電子顕微鏡写真を複写した図
である。
【図２８】従来技術４に記載の空間変調器の概略構成図である。
【図２９】従来技術５に記載の光学装置の一例である多チャンネルフィルタの概略平面図
である。
【図３０】従来技術６に記載の光学素子の概略断面図である。
【符号の説明】
【００８７】
　１：電気光学結晶基板
　２：金属微小構造体
　３：集合構造体
　４：保護膜
　５：薄膜電極
　６：薄膜電極
　７：電圧制御手段
　８：電気光学結晶被膜
　９：支持基板
　１０：非線形光学材料基板
　１１：非線形光学材料被膜
　１２：支持基板
　１３：電歪材料膜
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　１４：透明支持基板
　２０：光源
　２１：第１偏光板
　２２：偏光制御素子
　２２Ｒ，２２Ｇ，２２Ｂ：偏光制御素子要素
　２３（２３Ｒ，２３Ｇ，２３Ｂ）：外部変調手段
　２４：第２偏光板
　２５，３７：投射光学系
　２６，３８：スクリーン
　３０：光源
　３０Ｒ，３０Ｇ，３０Ｂ：ＬＥＤ光源
　３１：第１偏光板
　３２：マイクロレンズアレイ
　３２ａ：マイクロレンズ
　３３：偏光制御素子
　３３Ｒ，３３Ｇ，３３Ｂ：光制御素子
　３４：外部変調手段
　３５：コリメートレンズ
　３６：第２偏光板
　４０：単色ＬＤ光源
　４１：偏光子
　４２：検光子（偏光検出手段）
　４３：光検出器（偏光検出手段）
　４４：外部変調手段
　５１：支持基板
　５２：起歪体
　５３：光制御素子
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